
 

 

 

 

 

 

 

 

憲法月間に寄せて 

風薫る 5 月となりました。5 日は「こどもの日」ですが、今年は「立夏」にもあたります。その直前の 4 月 17 日から 5

月 4 日までは「春の土用」の時期です。昔から、土用の期間は次の季節への準備期間とされ、穏やかに過ごし、体調管理

に気を付ける目安とされてきました。新年度を迎え、子どもたちも大人も新しい環境に期待と不安を抱きながら、あっとい

う間に 4 月を駆け抜けてきたのではないでしょうか。大型連休を上手に活用して心身をリフレッシュし、体調を整えなが

ら、これから迎える夏に備えたいものです。また、連休明けに楽しみになるような目標や計画を立てておくことで、5 月の

スタートを前向きに切りたいと考えます。 

さて、5 月 3 日は憲法記念日です。昭和 22 年（1947 年）5 月 3 日に、現在の「日本国憲法」が施行されました。これ

にちなみ、5 月は「憲法月間」と定められ、憲法や法律について考える機会とされています。 

本校では、5 月 7 日の朝会で、日本国憲法が私たちの生活を支える大切な決まりであるこ

と、そしてその三つの基本原理が「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」であること

を、子どもたちにわかりやすく伝えます。その中で、『おやくそくえほん』という絵本も紹

介します。この絵本では、約束にはそれぞれ理由があり、「なるほど」「だからか」と納得で

きることで行動につながる、という視点が大切にされています。ルールは「守ること」その

ものが目的ではなく、「守ることで一人一人が安心して生活できるようにすること」が目的

です。このことから、学校のルールは、一人一人の「学び」を守るためのものであることに

も気付いてほしいと考えています。 

さらに、校内や各教室に掲示している本校のグランドデザインについても触れました。これは、大人も子どもも一緒にな

って、よりよい学校をつくっていくための道しるべです。（本校 HP にも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。）朝会

の話が、グランドデザインのどの部分とつながっているのかを、子どもたちと共に確認しました。 

本校の子どもたちには、自他共に大切にし、相手の気持ちを想像して行動できる人に育ってほしいと願っています。この

5 月の憲法月間を、一人一人が「自分に何ができるか」を考える機会にしていきます。また、私たち大人の役割として、多

様な考えや立場を理解し尊重する姿を、子どもたちに日々の姿で示していくことも大切だと考えています。今後共、子ども

たちの健やかな成長のために、皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。                                      

校長  葉山 貴巳 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 ５月号 

京都市立柊野小学校 

校長  葉山 貴巳 

学校教育目標 「ともに学び ともに育つ」          学校 HP→ 

３つのキーワード「当たり前のことを当たり前に、背伸び、感謝」 

 

令和８年度 

教育活動の中で、安心して学習に臨むことのできる集団作り、児童が主体的に協働できる特別活動の充実、学習環境の整備等を行って

います。また、いじめアンケート、クラスマネジメントシートでの定期的な調査を実施しています。日々の学校生活において友だちどうし問題が

生じてしまうことがあります。そんなときまず、いじめの可能性はないかという視点から対応していきます。学校には「いじめ対策委員会」があ

り、全教職員で見守っていくことを子どもたちにも伝えました。 

詳しくは、まもなく学校 HPに掲載します令和８年度学校いじめ防止等基本方針でご確認ください。 

京都市教育委員会では、臨床心理学等の専門的な知識、技術を用いて、児童生徒やその保護者への支援などを行う「スクールカウンセラ

ー」を市立学校に配置しています。本校においても、週一回配置され、児童生徒・保護者の方々のカウンセリングにあたっていただいています。  

スクールカウンセラー  猿渡さゆり先生     毎週水曜日 9時～1６時 30分（予約制） 

※予約については、担任、または学校に直接ご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。 



※「ゆめのひきだし」とは、地域や保護者
の方が、たくさんの子どもたちが本に親
しめるよう、朝や休み時間に本の読み
聞かせをしてくださる日のことです。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月の学校預り金等の振替について 

５月の銀行振替日は、1１日（月）になります。 

前日までにご入金ください。ご確認をお願いします。 

引き渡し訓練にいて 

６月８日（月）⑤１４時１０分ごろ～ 

  大型台風の接近を想定し、避難訓練と引き渡し訓練を行

います。その際に、緊急時引き渡し連絡票（ピンク色）を持っ

てきてください。 

確実に引き渡しをするために必要です。 

よろしくお願いします。 

６月の主な行事予定 

６月 １日（月）委員会活動⑥（5・6年） 

プール掃除（５・６年） 

６月  １日（月）～６月３０日（火）あじさい読書月間 

６月 ４日（木）ゆめのひきだし（3 年） 

６月 ８日（月）引き渡し訓練⑤ 

６月 ９日（火）選書会 

６月 ９日（火）～６月１２日（金） 

      プール低水位（水慣れ）（1・２年） 

６月１１日（木）ゆめのひきだし（４年） 

６月１２日（金）なかよしタイム 

6 月１５日（月）クラブ活動⑥（４・５・６年） 

６月１５日（月）水泳学習開始 

～７月１７日（金）まで  

６月１７日（水）町別児童集会・集団下校⑤ 

６月１９日（金）アートプロジェクト行燈づくり（３年） 

６月２４日（水）ゆめのひきだし読み聞かせ（中間・昼休み） 

６月２９日（月）委員会活動⑥（5・6年） 

 

※予定ですので、変更等ある場合があります。ご了承ください。 

５月行事予定 

パレットルームについて 

全国的に不登校児童が増加している現状、本市では、校内に児童が安心して過ごすことのできる「校内サポ

ートルーム」の整備・充実を進めている中、本校も開設いたしました。子どもたちは十人十色です。自分のよ

さを確認し、さらに新しい色を作り出せればという願いを込め、『パレットルーム』と名付けました。本教室の

利用が個々にとって選択肢の１つとなるかを校内で検討し、学校からご提案させていただきます。それを受け、

学校・児童・保護者と合意形成を図った上での取組としていきます。ご理解のほどよろしくお願いします。 

日 曜 行　　　　事 保健行事

1 金 賀茂競馬足汰式見学⑤⑥（6年）
聴力検査

（ひいらぎ）

2 土

3 日 憲法記念日

4 月 みどりの日

5 火 子どもの日

6 水 振替休日

7 木 朝会
内科検診（ひいら

ぎ・4－2・５－２）

8 金
聴力検査

（3年）

9 土

10 日

11 月 委員会活動⑥（5・6年）
聴力検査

（2年）

12 火
聴力検査

（5年）

13 水
心臓検診

（1年）

14 木
耳鼻科検診

（全学年）

15 金 個人懇談会（全学年4時間授業）
聴力検査

（1年）

16 土

17 日

18 月 個人懇談会（全学年4時間授業）

19 火 個人懇談会（全学年4時間授業） 検尿

20 水 個人懇談会（全学年4時間授業） 検尿
フッ化物洗口開始

21 木
ゆめのひきだし（2年）

個人懇談会（全学年4時間授業）
フッ化物洗口開始

22 金
なかよしタイム➂　　租税学習⑤（6年）

全市SD　木曜校時全学年5時間授業

23 土

24 日

25 月 クラブ活動⑥（4～6年）

26 火
眼科検診

2・4・5年

27 水 1年生をむかえる会③

28 木 ゆめのひきだし（ひいらぎ）
内科検診（３－３．

３－１．６－１）

29 金

30 土

31 日



 
 

 

 


